
ベンチ左側(広島経済大学側) 横断幕掲出について

◆ベンチ左側 横断幕掲出可能エリア （１層のみ）

➣ 北西ゲート ⇔ 北東ゲート までのエリア内にて掲出可能

※詳しい掲出ルール・注意事項は、次項以降をご確認ください

ベンチ左側エリア掲出不可

北西ゲート周辺の
壁面は掲出不可

掲出不可

北東ゲート周辺の
壁面は掲出不可



ベンチ左側 横断幕 掲出ルール （全体）

掲出不可

OK ※壁面より丈の短いもののみ可

◆掲出可能箇所

➣前面の壁面・手摺（中段／後方で幅や高さより短いもの）・出入口周辺のみとなります。

※座席周辺・出入口周辺の詳細をご確認下さい。

◆注意事項

➣座席を跨ぐ・階段や通路に掛かる形での掲出などは禁止となります。

➣非常口や案内表示、消火設備など隠さないように掲出をしてください。
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OK ※スタッフの通行に支障のない範囲で、
壁面より丈の長いものもは折り曲げるなどして

側溝の蓋部分までに収めてください

OK OK OK OK

OK OK

OK OK OK

中段通路の手摺は、通路までの高さより丈の短いもののみ掲出可

掲出不可OK OK

掲出不可



ベンチ左側 横断幕 掲出ルール （座席周辺）

OK

OK

NG OK

NGOK

座席に掛かる形での掲出不可

貼付禁止

貼付禁止

貼付禁止

最上段の柱 壁面へは掲出不可
（テープ類の貼付も禁止）

座席に掛かる形での掲出不可

NG

通路に掛かる形での掲出不可



ベンチ左側 横断幕 掲出ルール （出入口周辺）

OK

NG

≪壁面に掲出する場合≫
非常口表示 および 施設の案内表示を覆う形での掲出は不可

NG
NG

OK
OK OK

NG

≪屋根状に掲出する場合≫
非常口表示を隠す および 通行の妨げになる高さでの掲出は不可

≪壁面に掲出する場合≫
非常口表示 および 施設の案内表示を隠さなければ掲出は可

≪屋根状に掲出する場合≫
非常口表示が通路上から確認できる高さであれば掲出は可
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